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お知らせ

　
●
日
　
時　

９
月
23
日（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
　
所

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局
大
田
原
支
局

●
相
談
内
容

　

登
記
、
戸
籍
、
供
託
、
人
権
な
ど

※
午
前
10
時
か
ら「
相
続
」を
テ
ー
マ
と
し

　

た
講
演
会
も
あ
り
ま
す
。

※
相
談
・
講
演
会
と
も
に
事
前
に
予
約
が

　

必
要
と
な
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局
大
田
原
支
局

　
　
　
（
２
３
）１
１
５
５

　

現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証（
保
険
証
）は
９
月
30
日
で
有
効
期

限
が
切
れ
る
た
め
、
今
月
下
旬
に
新
し
い

保
険
証
を
世
帯
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
。
10

月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き

に
は
、
新
し
い
保
険
証
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
が
切
れ
た
保
険
証
は
市
役
所

国
保
年
金
課
、
各
支
所
、
各
出
張
所
の
窓

口
ま
で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

●
有
効
期
限
が
途
中
で
切
れ
る
方
へ

　

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
平
成
24

　

年
10
月
１
日
か
ら
平
成
25
年
９
月
30
日

　

ま
で
で
す
が
、
次
の
①
、②
に
該
当
す

　

る
方
は
、
途
中
で
期
限
が
切
れ
る
前
に
新

　

し
い
保
険
証
を
郵
送
で
お
届
け
し
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
を
お

　

使
い
の
方
で
65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

　

方
と
そ
の
被
扶
養
者

②
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

●
保
険
証
ケ
ー
ス
と
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル

　

保
険
証
ケ
ー
ス
お
よ
び
臓
器
提
供
意
思

　

表
示
欄
に
使
用
す
る
個
人
情
報
保
護

　

シ
ー
ル
を
希
望
す
る
方
は
、
国
保
年
金

　

課
お
よ
び
各
支
所
、
出
張
所
、
公
民
館

　

の
窓
口
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

　

法
律
に
よ
り
、
災
害
そ
の
他
特
別
な
事

　

情
が
な
く
、
納
期
限
か
ら
１
年
を
経
過

　

し
て
も
未
納
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
証

　

の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
場
合
、
保
険
証
に
代
え
て「
被
保

　

険
者
資
格
証
明
書
」を
交
付
し
ま
す
が
、

　

医
療
機
関
で
の
負
担
額
は
全
額
自
己
負

　

担
と
な
り
ま
す
の
で
、
納
期
限
を
経
過

　

し
た
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、

　

速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
届
出
は
お
早
め
に

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険

　

の
窓
口
に
届
出
が
必
要
で
す
。

○
会
社
な
ど
の
健
康
保
険（
社
会
保
険
）に

　

加
入
し
た
と
き
。
ま
た
は
会
社
な
ど
を

　

離
職
し
健
康
保
険
を
喪
失
し
た
と
き
。

○
被
保
険
者
が
死
亡
、
転
出
し
た
と
き
。

○
保
険
証
を
使
用
し
て
い
る
市
外
在
住
の

　

学
生
が
卒
業（
修
了
）し
た
と
き
。

※

国
民
健
康
保
険
の
加
入
日
や
喪
失
日
は

　

届
出
日
で
は
な
く
、
社
会
保
険
を
喪
失

　

し
た
日
な
ど
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入

　
（
ま
た
は
喪
失
）す
る
理
由
が
発
生
し
た

　

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
届
出
を
し

　

な
い
と
、
保
険
税
の
計
算
が
正
し
く
で

　

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
る
方
へ

　

就
職
な
ど
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
以
外

　

の
保
険（
社
会
保
険
・
共
済
組
合
な
ど
）に

　

加
入
す
る
方
と
そ
の
扶
養
者
は
手
元
に
保

　

険
証
が
届
い
て
い
な
く
て
も
社
会
保
険
・

　

共
済
組
合
な
ど
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
期
間
に
国
民
健

　

康
保
険
の
保
険
証
を
使
用
し
た
場
合
、
本

　

来
使
用
で
き
な
い
保
険
証
を
使
用
し
た
こ

　

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
市
が
負
担
し
た
医

　

療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

　

ま
す
。
就
職
な
ど
の
際
、
国
民
健
康
保
険

　

被
保
険
者
証
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
十

　

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
交
付
を
希
望
す
る
方
へ

　

新
し
い
保
険
証
は
郵
送
で
お
届
け
し
ま

　

す
が
、
ご
希
望
の
方
に
は
窓
口
で
交
付

　

し
ま
す
。

○
保
険
証
の
窓
口
交
付
の
申
し
出

　

９
月
18
日（
火
）ま
で
に
、
国
保
年
金
課

　

国
保
医
療
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
保
険
証
窓
口
交
付
期
間

　

９
月
26
日（
水
）〜
10
月
５
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
水

　

曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
）

※

土
・
日
・
祝
日
を
除
く

○
持
参
す
る
も
の

　

印
鑑
、
本
人
確
認
で
き
る
書
類（
運
転
免

　

許
証
、
市
民
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
顔

　

写
真
が
つ
い
た
公
的
機
関
の
証
明
）

○
注
意
事
項

　

窓
口
交
付
は
、
世
帯
主
の
方
に
よ
る
受

　

け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。
窓
口
で
世
帯

　

全
員
分
保
険
証
を
お
渡
し
で
き
る
の
は
世

　

帯
主
の
方
の
み
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主
以

　

外
の
方
が
受
け
取
る
場
合
に
は
、
世
帯
主

　

の
方
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※

窓
口
交
付
期
日
を
過
ぎ
て
も
取
り
に
来

　

ら
れ
な
い
場
合
は
郵
送
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
　
１
階

　

国
保
年
金
課
国
保
医
療
係

　
　
　
（
２
３
）８
８
５
７

●
す
く
す
く
教
室
　
※
要
電
話
予
約

　

10
カ
月
〜
11
カ
月
の
お
子
さ
ん
を
対
象
と

し
た
、
心
と
言
葉
を
育
む
準
備
の
教
室
で
す
。

・
日
時　

９
月
21
日（
金
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

・
場
所　

大
田
原
保
健
セ
ン
タ
ー

・
内
容　

講
話
・
集
団
指
導

　
（
親
子
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
）

・
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳
、
託
児
に
必

　

要
な
も
の

■
問
い
合
わ
せ
　
　
１
階

　

子
ど
も
幸
福
課
母
子
健
康
係

　
　
　
（
２
３
）８
６
３
４

●
お
た
っ
し
ゃ
ク
ラ
ブ

・
日
時　

９
月
25
日（
火
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

・
場
所　

大
田
原
保
健
セ
ン
タ
ー

・
内
容　

与
一
い
き
い
き
体
操

■
問
い
合
わ
せ
　
　
１
階

　

高
齢
者
幸
福
課
介
護
予
防
係

　
　
　
（
２
３
）８
９
１
７

10
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

全
国
一
斉 

法
務
局
休
日
相
談

所
開
設（
無
料
）

保
健
セ
ン
タ
ー
教
室
・
相
談


